
 

第１号様式（第７条関係） 

契約の保証に関する届出書 

（宛先） 

戸田市長 

 

貴市発注契約の締結にあたり、戸田市契約規則に定める契約の保証について、下記の

とおり届け出ます。 

 

記 
 

公 告 日 等     年  月  日 

件 名  

契約の保証の方法 
（いずれかに○印を付すこと。） 

〔 〕契約保証金の納付 

〔 〕有価証券（小切手等）の納付 

〔 〕銀行等の保証 

〔 〕前払金保証事業会社の保証 

〔 〕免  除 

契約の保証の方法 
を免除とした場合 
はその理由 
（いずれかに○印を付すこと。） 

〔 〕履行保証保険(定額てん補特約付)による保証 

〔 〕公共工事履行保証証券による(金銭的)保証 

〔 〕規則第２８条第３項第３号該当[履行実績]※１ 

〔 〕規則第２８条第３項第４号該当[少額契約]※２ 

〔 〕規則第２８条第３項第４号該当[履行実績]※３ 

〔 〕規則第２８条第３項第４号該当[その他]※４ 

   ※１ 一般競争入札及び指名競争入札による契約で、過去２年間に国又は地方公共団体とこの契

約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上締結し、これらすべてを誠実に履行した実績

があるとき。【要別紙提出】 ただし、建設工事の請負契約、低入札価格調査制度の対象となる建

設工事に係る設計・調査・測量等の業務委託契約（以下、「建設工事等」という）には適用しない。 

   ※２ 契約金額が５００万円（税込）未満の契約で、契約不履行となるおそれがないと認められるとき。 

   ※３ 一般競争入札、指名競争入札又は随意契約による契約で、過去５年間に市と種類及び規模を

ほぼ同じくする契約を締結し、誠実に履行した実績があるとき。随意契約による契約で※１の実績

があるとき。【要別紙提出】 ただし、建設工事等の契約には適用しない。 

※４ 法令に基づき延納が認められる場合で確実な担保が提供されたとき。物品を売り払う契約を締

結する場合で売却代金が即納されるとき。電気・ガス・水道・電気通信役務の供給契約のとき等。 

 

 

 

    年  月  日 

 

                 住   所 

届出者  商   号 

                 代表者氏名              


